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国
民
年
金
の
納
め
忘
れ
は　
　
　

あ
り
ま
せ
ん
か

　
令
和
３
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

１
カ
月
１
６
，
６
１
０
円
で
す
。
ま
た
、

一
部
免
除
と
な
っ
た
場
合
は
、
残
り
の
金

額
を
納
め
な
い
と
未
納
に
な
り
ま
す
。

　
納
付
期
限
は
翌
月
の
末
日
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
だ
、
納
付
が
お
済
み
で
な
い
場

合
は
、
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
な
ど
で
納
付
く
だ
さ
い
。
納
付
書
を

紛
失
し
た
場
合
は
、
再
発
行
が
で
き
ま
す

の
で
、
年
金
事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

国
民
年
金
の
死
亡
時
の
手
続
き

　
国
民
年
金
被
保
険
者
や
年
金
受
給
者
が

亡
く
な
っ
た
場
合
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
主
な
手
続
き（
全
て
の
人
が
該
当
す
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

❶
亡
く
な
っ
た
人
が

　
国
民
年
金
被
保
険
者
の
場
合

⑴
死
亡
一
時
金

⑵
寡
婦
年
金

⑶
遺
族
基
礎（
厚
生
）年
金

❷
亡
く
な
っ
た
人
が

　
年
金
受
給
者
の
場
合

⑴
未
支
給
年
金

⑵
遺
族
基
礎（
厚
生
）年
金

　
手
続
き
の
内
容
は
、
亡
く
な
っ
た
人
の

年
金
加
入
・
納
付
記
録
や
家
族
構
成
な
ど

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
請
求
で

き
る
ご
遺
族
に
も
一
定
の
条
件
が
あ
り
ま

す
。
手
続
き
の
内
容
や
必
要
書
類
は
、
年

金
事
務
所
や
町
民
課
で
ご
案
内
し
て
い
ま

す
の
で
、
早
め
に
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金

ご
存
じ
で
す
か
、こ
ん
な
こ
と
、あ
ん
な
こ
と

問
熊
本
西
年
金
事
務
所　
☎（
３
５
５
）３
２
６
１

問
町
民
課　
年
金
係　
　
☎（
２
３
２
）４
９
１
４

町営住宅入居者を募集します

■受付期間
　３月18日㈮～４月１日㈮　午前８時30分～午後５時15分
　※㈯㈰㈷を除く
■入居時期　５月中旬頃
■申込方法
　必要書類などをそろえて、建設課管理係へ直接提出してく

ださい。
　（西部支所では申し込めません）
※詳しくは、町ホームページをご確認ください。

問 建設課　管理係　☎（232）2115

基礎年金番号の調べ方
　基礎年金番号は、日本年金機構から送付する次の
書類で確認できます。
年金手帳／年金証書／基礎年金番号通知書／国民年
金保険料納付書／国民年金保険料口座振替額通知書
／年金額改定通知書、年金振込通知書
　確認できる書類が手元にない場合は、本人確認書
類をご準備の上、年金事務所または町民課までご相
談ください。（電話で基礎年金番号をお伝えするこ
とはできません。

町民課窓口の混雑予想

■注意事項
◦混雑状況は、時間帯によって異なります。
◦手続きの内容によっては、順番が前後することがあり

ます。
◦事前に必要な書類をお問い合わせいただきますと待ち

時間の短縮になります。
■日曜開庁（役場本庁のみ）　※証明書の発行のみ

毎週日曜日の午前９時から午後１時まで住民票の写し

などの証明書を交付しています。発行できない証明書
もありますので、お問い合わせください。
マイナンバーカード（写真・電子証明付き）をお持ちの
人は、コンビニエンスストアなどで証明書の交付を受
けることができますので、ご利用ください。
■問い合わせ
　町民課　町民係
　☎（232）4914

春は、卒業、入学、就職、転勤など新生活に伴う異動手続きが増加する時期です。特に３月下旬から
４月上旬は、転入や転出、入学手続きに必要な証明書等の交付で窓口が大変混雑します。
新型コロナウイルス感染拡大防止のためにも下記の窓口の混雑予想カレンダーを参考にしていただき、
時間に余裕をもってお越しください。

■窓口混雑予想カレンダー　 非常に混んでいる　　 混んでいる　　 やや混んでいる

３月 ４月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
21

　 祝日

22 23 24 25 26 27
日曜開庁

（証明書のみ）

１ ２ ３
日曜開庁

（証明書のみ）
28 29 30 31 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

日曜開庁
（証明書のみ）

11 12 13 14 15 16 17
日曜開庁

（証明書のみ）

■募集する町営住宅　申し込みは１世帯１戸限りです。

住宅名 部屋番号 所在地 間取 面積
㎡ 月額家賃 建設

年度 構造 学校区

光
８棟201号

原水846番地 ３ＤＫ 72.2
25,300～
　49,600

Ｈ24 木造２階建
菊陽北小学校
菊陽中学校９棟102号

令和２年度 菊陽町情報公開条例・個人情報保護条例の運用状況

　令和２年度中の条例に基づく開示請求は、30件でし
た。開示請求の内訳は、町民課・子育て支援課・福祉課
各１件、総務課27件です。

■運用状況（令和２年度中）

　令和２年度中の条例に基づく開示請求は、ありません
でした。

■運用状況（令和２年度中）

■問い合わせ　総務課　総務法制係　☎（232）2111

開示請求件数 30件

開示決定件数
全部開示 2件
一部開示 27件

不開示決定件数 1件
却下 0件

訂正の請求件数 0件
審査請求件数　 0件

開示請求件数 0件

開示決定件数
全部開示 0件
一部開示 0件

不開示決定件数 0件
却下 0件

審査請求件数 0件

個人情報保護関係 情報公開関係

■申込資格
　次の全てを満たす人
❶町内に住所または勤務先がある人
❷市町村税などの滞納がない人
❸同居しようとする親族がある人（原則１人では入居できま

せんが、条件によっては入居できます）
❹世帯の収入が収入基準内であること
❺現に住宅に困窮していることが明らかであること
❻世帯に暴力団員がいないこと

■収入基準

※裁量階層：身体障がい者や小学校未就学児がいる場合、全員が60歳以上の場合など

○収入の算出方法
　収入（月額）＝（入居しようとする世帯全員の年間総所得金額－控除額）÷12カ月

原則階層 裁量階層

収入月額 158,000円以下 214,000円以下

○控除額
❶同居者控除（38万円）
❷（非同居者）扶養控除（38万円） 
❸老人扶養控除（10万円）
❹特定扶養親族控除（25万円）
❺一般障害者控除（27万円）
❻特別障害者控除（40万円）
❼ひとり親控除（35万円以内）
❽基礎控除（10万円以内）
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